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一
茶
法
を
中
心
と
し
て
一

谷

光

～
【
要
憩
㎎
代
に
お
い
て
は
初
め
・
四
川
喚
西
に
葉
面
が
実
施
さ
れ
・
薯
と
の
間
暴
馬
貿
易
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
洪
武
二
＋
年
前
後
ま
で

　
は
四
川
・
貴
州
・
雲
南
方
面
に
そ
の
重
心
が
在
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
陳
西
方
面
に
重
心
が
移
り
、
洪
武
二
十
六
年
に
は
「
金
牌
信
符
」
の
制
が
定
め
ら

　
れ
た
。
そ
れ
は
三
年
に
一
慶
つ
つ
四
川
の
巴
茶
約
一
百
万
斤
を
軍
夫
に
よ
っ
て
河
州
・
挑
州
・
西
寧
の
猛
羅
馬
司
に
運
び
馬
齢
一
万
四
千
匹
に
換
え
た
も

　
の
で
、
正
統
十
四
年
に
停
止
さ
れ
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
こ
れ
が
即
ち
皇
運
と
云
わ
れ
る
も
の
で
、
明
初
の
茶
馬
貿
易
が
政
府
の
強
い
統
制
下
に
置
か
れ

　
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
薫
化
以
来
は
陳
西
の
照
臨
が
飛
躍
的
に
増
産
さ
れ
、
弘
治
三
年
以
後
は
そ
れ
が
商
人
に
よ
っ
て
茶
馬
司
に

　
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
所
謂
商
運
が
蘭
始
さ
れ
、
越
え
て
正
徳
元
年
に
は
「
窟
商
況
分
扁
の
方
式
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
茶
馬
司
に
到
博
せ
る
茶
の
半

　
額
を
商
人
に
与
え
て
そ
の
自
売
を
許
す
も
の
で
あ
る
が
、
正
規
の
評
論
貿
易
は
之
に
よ
っ
て
側
画
か
ら
駈
迫
を
受
け
、
良
面
従
っ
て
ま
た
良
馬
は
商
人
の

，
季
に
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
禰
し
て
そ
れ
は
ま
た
内
地
の
民
聞
流
石
制
度
下
に
お
い
て
、
正
徳
二
年
以
来
公
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
心
用
馬
の
買
解
に
当

　
っ
て
、
そ
の
重
要
な
買
鯉
の
対
象
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
匹
九
巻
五
号
　
【
九
六
六
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九
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唐
宋
以
来
中
国
の
西
境
に
お
い
て
行
わ
れ
た
茶
馬
貿
易
に
つ
い
て

は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
若
干
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
大
抵
ま
ず
中
国
の
茶
剤
に
対
す
る
関
心
よ
り
発
し
た
も
の
の

如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
明
代
の
庶
政
を
体
系
的
に
叙
述

せ
ん
と
す
る
関
心
よ
り
発
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
こ
の
間
題
を
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
そ
の
方
法
と
し
て
は
や
は
り
適
法
の
変
化

よ
り
観
察
す
る
の
が
便
宜
な
の
で
、
本
論
文
に
は
－
茶
立
を
中
心
と

し
て
一
と
い
う
副
題
を
附
し
て
お
い
た
。
し
か
し
明
代
の
菩
薩
貿
易

を
論
ず
る
場
合
に
は
、
茶
法
の
変
化
よ
り
観
察
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、

蒙
古
族
の
青
海
へ
の
侵
入
と
い
う
特
殊
毒
血
を
も
度
外
視
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
只
そ
の
点
は
紙
幅
に
制
限
が
あ
る
の
で
、
別
の
機
会

に
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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一
　
四
川
・
黄
州
・
雲
南
の
弓
馬
貿
易

　
明
代
の
茶
馬
貿
易
に
つ
い
て
は
、
既
に
中
国
の
李
光
盤
氏
に
「
明

代
西
茶
園
馬
蝿
」
（
『
中
央
亜
細
亜
』
二
一
王
、
一
九
四
三
年
）
な
る
論
考
が
あ

る
が
、
筆
者
は
い
ま
だ
寓
目
の
機
を
得
な
い
の
で
、
以
下
に
論
ず
る

と
こ
ろ
は
暫
ら
く
そ
の
成
果
を
考
慮
の
外
に
鷺
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
周
知
の
如
く
中
国
西
境
の
茶
馬
貿
易
は
、
唐
宋
以
来
三
番
控

虜
の
上
策
と
し
て
行
わ
れ
て
来
た
が
、
就
中
明
の
欄
は
尤
も
厳
密
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
政
府
が
嘗
茶
の
確
保
と
私
娼
の

防
止
の
た
め
に
、
四
川
・
陳
西
に
お
い
て
確
認
法
（
一
瓢
茶
法
）
を

実
施
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
厳
法
も
明
一
代

を
経
過
す
る
間
に
は
、
お
の
ず
か
ら
頽
廃
と
弛
緩
を
免
か
れ
な
か
っ

た
。
本
篇
は
と
く
に
茎
茶
法
の
崩
壊
と
、
そ
れ
を
反
映
す
る
茶
馬
貿

易
の
実
態
を
考
察
し
つ
つ
、
そ
れ
が
明
代
馬
政
の
上
に
お
い
て
有
す

る
諸
関
係
を
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
場
合
、

考
察
の
中
心
に
置
か
れ
る
の
は
陳
西
の
騰
馬
貿
易
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
論
ず
る
前
に
、
一
応
四
川
の
茶
事
貿
易
に
つ
い
て
も
簡
単

に
言
及
し
て
置
き
た
い
。

　
太
祖
が
四
川
方
面
の
平
定
に
成
功
し
た
の
は
洪
武
四
年
の
こ
と
で

あ
る
が
、
太
祖
実
録
巻
七
七
、
洪
武
五
年
十
二
月
乙
未
の
条
に
は
次

の
如
き
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

　
四
用
事
塩
海
転
運
司
言
。
長
門
・
永
寧
・
二
連
諸
処
所
産
鼠
茶
。
名
勢
刀

　
麓
葉
。
惟
西
番
・
夷
擦
用
之
。
自
昔
商
販
未
選
出
境
。
既
紅
茶
馬
司
要
覧

　
比
比
。
宜
別
立
茶
巴
町
其
税
、
易
紅
櫻
・
毯
移
・
米
布
・
椒
蝋
、
可
資
国

　
用
。
其
居
民
所
紋
之
茶
。
亦
宜
依
江
南
茶
法
、
於
所
在
官
司
、
給
引
販
売
、

　
公
私
便
之
。
今
回
設
永
寧
茶
局
～
。
日
界
首
鎮
、
歳
収
茶
一
十
八
万
八
千

　
斤
。
三
州
茶
三
一
。
　
鼠
欄
燗
門
、
嶋
戚
晶
収
曲
余
四
十
一
万
一
千
⊥
ハ
百
斤
。
成
都
茶

　
局
三
。
田
灌
州
、
歳
収
茶
七
千
四
百
三
十
斤
。
臼
安
州
、
歳
収
着
、
万
三

　
千
一
蕎
七
十
斤
。
臼
鋳
連
州
、
歳
収
茶
二
十
九
万
六
千
二
蕎
八
十
斤
。
既

　
収
賜
満
載
什
一
虚
説
。
詔
從
之
。

　
す
な
わ
ち
四
川
の
な
か
で
も
惣
門
（
四
川
省
画
経
県
西
北
）
・
永
寧

（
四
川
省
叙
永
娯
）
・
箔
連
（
四
川
省
鋳
連
県
）
な
ど
西
南
部
に
産
す
る

茶
は
晶
質
が
よ
く
な
い
の
で
、
其
処
で
収
穫
さ
れ
た
茶
に
対
し
て
は

江
南
の
茶
法
と
同
様
に
通
商
法
を
行
わ
し
め
、
そ
の
官
に
徴
収
し
た

茶
も
西
番
・
夷
瞭
と
の
貿
易
に
お
い
て
紅
櫻
・
毯
杉
・
米
布
・
墨
黒

な
ど
に
易
え
た
と
あ
り
、
特
に
之
が
馬
滋
布
買
の
た
め
に
用
い
ら
れ

た
よ
う
に
は
云
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
に
産
す
る
茶
を

も
っ
て
、
茶
馬
貿
易
の
資
に
充
て
ん
と
す
る
意
図
が
明
朝
の
側
に
お

い
て
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
同
巻
一
五
六
、
十
六
年
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八
月
壬
午
の
条
に
は
、

　
兵
部
測
定
。
永
寧
茶
馬
司
以
茶
易
馬
之
価
。
宜
如
河
州
茶
馬
司
侮
。
凡
上

　
二
塁
匹
給
茶
四
十
斤
。
中
馬
三
十
斤
。
従
之
。

と
あ
り
、
永
寧
に
は
歴
然
と
茶
馬
司
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
が
、
但
し
そ
れ
が
幾
ば
く
も
な
く
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は

り
所
期
の
静
的
を
達
し
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
英
宗
実

録
巻
一
一
六
、
正
統
九
年
五
月
乙
亥
の
条
に
、

　
四
川
布
政
司
奏
。
叙
州
府
高
県
笏
連
茶
課
司
茶
。
不
堪
易
馬
。
連
年
収
積

　
無
用
。
事
下
戸
都
綴
喜
。
以
為
宜
裁
綴
錦
課
司
、
其
原
収
茶
、
毎
一
斤
折

　
釣
一
貫
、
准
鷲
宮
員
俸
糠
。
選
評
。

と
あ
り
、
鋳
連
に
茶
園
司
が
設
置
さ
れ
た
の
は
本
来
汗
馬
貿
易
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
所
期
の
成
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
収
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
永
寧
・
三
連
に
お
け

る
弓
馬
貿
易
が
、
殆
ん
ど
所
期
の
闘
的
を
達
し
得
な
い
ま
ま
、
其
処

に
設
置
さ
れ
た
茶
馬
司
や
茶
課
司
が
早
く
廃
止
さ
れ
て
い
る
の
と
比

べ
る
と
、
銅
鉱
に
設
置
さ
れ
た
門
馬
司
は
、
後
に
い
う
陳
弧
の
三
子

馬
祠
と
並
ん
で
明
野
ま
で
存
続
し
て
い
る
点
、
確
か
に
注
臼
に
値
す

る
こ
と
で
あ
る
。
雅
州
磯
門
茶
馬
司
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
太
祖
実

録
巻
一
七
七
、
洪
武
十
九
年
二
月
乙
巳
の
条
に
、

　
置
雅
州
稠
門
茶
馬
司
。
秩
正
九
贔
。
設
大
使
・
醐
使
各
｛
人
。

と
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
永
寧
茶
掛
司
の
廃
止
寒
れ
た
翌
月
に
当

る
か
ら
、
或
は
こ
の
時
四
川
に
お
け
る
三
軍
貿
易
の
重
心
が
永
寧
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

り
稠
門
に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
蓋
し
礪

門
は
い
わ
ゆ
る
三
十
六
番
が
中
国
に
入
貢
す
る
要
路
に
当
っ
て
い
る

か
ら
、
茶
馬
司
を
こ
の
地
に
移
転
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
得
べ
き
こ

　
　
　
⑤

と
で
あ
る
。
し
か
し
稠
門
に
お
け
る
茶
庭
貿
易
の
実
情
に
つ
い
て
み

る
と
、
同
巻
一
九
六
、
二
十
二
年
六
月
丙
寅
の
条
に
は
、

　
四
川
厳
賦
払
奏
。
毎
歳
。
長
河
西
等
処
街
商
。
以
馬
事
雅
白
茶
馬
自
判
茶
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
其
路
歯
本
衛
経
黎
州
。
始
達
茶
馬
司
。
引
馬
司
定
価
。
毎
堪
中
馬
一
匹
。

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む

　
紅
茶
一
千
八
百
斤
。
命
於
礪
門
茶
課
司
支
給
。
不
惟
海
商
往
復
路
遠
。
実

　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
且
給
茶
太
多
。
三
聖
量
減
馬
価
。
三
三
茶
馬
司
於
厳
州
、
将
三
門
三
二
司

　
所
貯
茶
、
運
至
三
三
、
酒
間
則
弓
馬
之
高
下
、
以
茶
給
之
。
認
。
弓
馬
司

　
傍
嗣
。
三
三
其
価
。
上
馬
一
匹
与
茶
～
百
二
十
斤
。
中
馬
七
十
斤
。
弓
馬

　
五
十
斤
。
番
商
有
不
尽
者
聴
。

と
あ
り
、
ま
た
同
巻
筆
五
六
、
一
二
十
一
年
二
月
丙
午
の
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
上
論
左
軍
都
督
府
左
都
督
徐
増
寿
臼
。
襲
因
欄
門
拒
河
西
口
。
道
路
険
険
。

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
以
致
往
来
賊
渉
銀
難
、
市
馬
数
少
。
今
聞
。
有
路
自
稠
門
出
枯
木
任
場
、

　
径
抵
当
河
西
口
、
通
雑
輩
長
宮
司
。
道
路
平
坦
。
往
来
下
直
。
病
冠
傲
所

　
司
。
開
拓
以
便
往
来
。
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と
あ
る
。
す
な
わ
ち
長
河
西
（
西
康
省
康
定
方
面
）
よ
り
礪
門
に
至
る

に
は
道
路
が
画
塾
で
往
来
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
給
茶
の
量

は
多
く
市
馬
の
数
は
少
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
四
川
の
爾
門
暴
馬
司
が
陳
西
の
河
州
・
予

州
・
西
寧
三
茶
馬
司
と
並
び
称
せ
ら
れ
た
の
は
、
洪
武
の
と
き
帝
都

が
金
陵
（
南
京
）
に
あ
り
、
こ
の
方
面
に
軍
事
力
の
重
心
を
置
く
こ

と
の
必
要
か
ら
、
軍
馬
輸
入
の
点
に
お
い
て
も
四
川
を
あ
な
が
ち
無

視
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
永
楽
以

後
は
帝
都
が
北
京
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
裏
門
騰
馬
司
の

存
在
意
義
は
こ
れ
を
契
機
と
し
て
急
激
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
。
万

暦
四
川
総
裁
心
墨
二
一
、
経
霧
志
、
茶
室
の
条
に
見
え
る
巡
撫
都
御
史

劉
大
謹
の
博
采
茶
話
に
は
、

　
國
初
。
定
鼎
金
陵
。
源
・
和
蝉
茸
。
雅
州
・
習
弊
・
河
州
有
茶
馬
互
市
。

　
馬
半
漁
於
此
者
。
纏
千
百
之
十
一
耳
。
永
楽
以
後
。
駿
駿
駿
艦
。
尽
糞
北

　
之
撃
。
鵬
翼
専
設
憲
距
。
以
提
督
茶
馬
。
遼
東
・
山
西
・
甘
州
群
団
牧
。

　
直
隷
・
河
南
・
肉
爽
之
□
駿
馬
。
皆
材
押
書
。
黒
甜
潜
勢
於
南
開
。
不
復

　
入
閑
。
於
是
乎
、
四
用
茶
馬
之
法
壊
爽
。

と
あ
り
、
永
楽
以
後
四
川
の
競
馬
貿
易
は
実
質
的
に
は
す
で
に
崩
卜

し
去
っ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
が
、
明
史
巻
八
0
、
食
貨
、
茶
法

の
条
に
は
ま
た
、

　
其
通
道
有
二
。
一
腰
河
彌
。
一
議
硝
門
。
…
四
廻
茶
課
司
。
証
徴
数
十
万

　
斤
易
馬
。
永
楽
以
後
。
番
心
落
由
陳
海
道
。
川
茶
多
渇
燭
。

と
あ
り
、
永
楽
以
後
茶
馬
貿
易
の
重
心
は
陵
西
に
移
動
し
た
こ
と
を

書
っ
て
い
る
。

　
万
贋
会
典
巻
三
七
、
葎
部
、
課
程
、
茶
課
の
条
に
は
、

　
洪
鼻
元
年
令
。
四
川
保
攣
等
府
所
属
訴
額
官
費
。
照
門
弁
納
。
藁
菰
晟
茶
。

　
若
官
倉
見
積
茶
。
堪
中
国
馬
者
。
働
留
天
命
。
芽
準
依
当
地
時
価
。
作
窟

　
吏
俸
給
山
面
。
不
堪
肥
馬
葉
茶
。
具
奏
覆
験
焼
筆
。

と
あ
り
、
洪
煕
元
年
に
至
っ
て
所
定
の
税
額
を
徴
収
す
る
以
外
に
は
、

別
に
民
茶
を
収
買
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
以
上
の
次

第
で
そ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
皇
明
経
世
細

編
巻
一
四
九
、
王
氏
家
蔵
文
集
に
見
え
る
王
卿
相
の
厳
茶
に
は
、

　
我
朝
洪
武
中
。
闘
詩
皆
鷺
茶
馬
司
。
収
巴
茶
子
馬
。
頗
獲
其
利
。
至
成
化

　
中
。
識
者
以
。
馬
之
用
急
於
三
辺
。
礫
群
馬
遠
不
可
説
。
茶
之
利
分
於
川

　
蜀
。
而
桃
・
河
所
縮
刷
微
。
故
用
中
謡
講
停
止
。
蒲
独
行
於
河
州
。
是
以

　
川
茶
惟
厳
禁
約
。
而
諸
番
無
涯
薄
給
爽
。

　
　
⑥

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
永
楽
以
後
四
川
の
茶
馬
貿
易
は
次
第
に
衰
微
の

傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
と
に
成
化
年
代
に
入
る
と
殆
ん
ど
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そ
の
機
能
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
陳
西
三
辺
（
延
緩
・

寧
夏
・
甘
粛
）
に
対
す
る
蒙
古
族
の
侵
竃
を
撃
退
す
る
こ
と
が
、
明

朝
側
に
お
け
る
軍
事
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
四
川
方
面

よ
り
軍
馬
を
輸
送
す
る
こ
と
は
、
地
理
的
に
見
て
最
も
不
得
策
で
あ

っ
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。

　
洪
武
の
と
き
、
四
川
に
お
け
る
茶
馬
貿
易
が
と
も
か
く
も
積
極
的

な
意
欲
を
も
っ
て
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
同

じ
こ
と
は
貴
州
・
雲
南
方
面
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
太

祖
が
貴
州
・
雲
南
を
征
討
し
た
の
は
洪
武
十
四
年
の
こ
と
で
あ
り
、

翌
十
五
年
正
月
に
は
貴
州
都
指
揮
使
司
を
置
き
、
ま
た
雲
南
左
右
前

後
・
普
定
・
黄
平
・
建
昌
・
東
川
・
鳥
距
・
団
々
・
水
西
・
塁
壁
・

芒
部
・
尾
酒
の
十
四
衛
指
揮
使
司
を
置
い
た
。
而
し
て
太
祖
実
録
巻

一
六
二
、
洪
武
十
七
年
五
月
金
鉱
の
条
に
は
、

　
割
雲
南
東
川
府
。
隷
四
川
布
政
使
司
。
改
烏
撤
・
鳥
蒙
・
三
部
為
軍
民
府
。

　
蒲
定
其
賦
税
。
鳥
撒
。
葉
越
二
万
石
・
毯
影
一
千
五
百
領
。
鳥
蒙
・
東
川
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
芒
部
。
皆
歳
事
糧
八
千
石
・
畿
彩
八
百
領
。
又
朝
茶
・
塩
・
布
匹
十
一
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
数
。
鳥
撒
。
歳
繋
馬
六
千
五
百
匹
。
鳥
蒙
・
東
川
・
芒
都
。
皆
四
千
匹
。

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
凡
馬
一
匹
。
平
海
三
十
匹
。
或
茶
一
百
斤
。
塩
如
之
。

と
あ
り
、
茶
・
塩
・
布
を
も
っ
て
鳥
撒
（
貴
州
省
戚
寧
祭
）
・
鳥
蒙
（
雲

南
省
昭
通
県
）
・
東
川
（
雲
南
省
東
川
県
）
・
芒
部
（
雲
南
智
鎮
雄
県
）
の

馬
と
交
易
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
而
し
て
そ
の
歳
野
馬
数
の
規

定
額
が
含
計
一
万
八
千
五
百
獲
に
も
上
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
と

し
て
は
広
東
・
広
西
方
面
に
お
い
て
は
勿
論
、
陳
西
方
面
に
お
い
て

も
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
実
録
に
つ
い
て
検
討
す

る
に
、
四
川
・
貴
州
・
雲
南
方
面
に
お
け
る
軍
馬
の
市
醐
貝
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
ろ
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

二
　
三
三
の
弓
馬
貿
易

　
　
1
　
羅
馬
司
の
置
廃

　
難
解
は
陳
西
よ
り
四
川
を
経
て
雲
南
に
至
る
中
国
の
西
選
外
に
い

た
西
蔵
系
の
蕃
族
で
あ
る
が
、
と
く
に
河
・
濃
・
桃
・
眠
の
間
に
散

処
し
て
い
た
諸
族
は
屈
強
で
、
し
ば
し
ば
中
国
の
内
地
に
侵
竃
を
繰

返
し
て
い
た
。
そ
こ
で
太
祖
は
洪
武
二
直
江
西
を
定
め
て
そ
の
酋
長

を
招
諭
し
、
四
年
に
は
河
州
衛
・
落
雪
衛
を
、
十
二
年
に
は
濃
州
衛

を
、
十
六
年
に
は
眠
州
衛
を
置
い
て
西
北
辺
境
の
安
定
を
図
っ
た
の

　
　
⑧

で
あ
る
。
．
さ
れ
ば
明
初
単
二
に
即
詰
貿
易
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
中
国
に
お
い
て
軍
馬
の
輸
入
を
必
要
と
す
る
事
情
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
一
面
こ
れ
に
よ
っ
て
西
京
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諸
族
を
覇
鷹
せ
ん
と
す
る
目
的
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
下
西
番
と
の
茶
馬
貿
易
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず

こ
れ
を
専
管
す
る
官
記
の
置
廃
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
す
な
わ

ち
茶
出
貿
易
を
専
管
す
る
官
署
は
茶
器
司
で
あ
る
が
、
万
暦
会
下
巻

三
七
、
戸
部
、
課
程
の
茶
馬
司
の
条
に
は
、

挾
西
儒
難
雛
難
灘
羅
談
驚
喜

　
　
河
州
洪
武
七
年
建
　
　
　
　
　
桃
州
永
楽
九
年
建

　
　
西
寧
洪
武
三
＋
年
回
秦
弼
改
建
　
　
甘
州
鋭
統
八
年
二
重
靖
四
＋
二
年
復
建

　
四
州

　
　
調
門

と
見
え
、
明
史
巻
七
五
、
職
官
志
、
弓
馬
司
の
条
に
は
之
を
説
明
し

て
、

　
茶
馬
司
。
大
使
一
人
糀
九
・
副
使
一
人
三
九
。
掌
市
馬
之
事
。
洪
武
中
。
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
口

　
三
州
・
三
州
・
河
州
三
弓
馬
司
。
設
司
令
・
司
丞
。
十
五
年
。
改
設
大
使
・

　
測
使
各
一
人
。
尋
罷
能
州
茶
馬
司
。
以
河
州
茶
馬
司
兼
領
之
。
三
十
年
。

　
改
秦
州
茶
馬
司
。
為
西
寧
茶
馬
司
。
又
洪
武
中
。
置
四
川
永
寧
茶
馬
司
。

　
後
革
。
復
遣
雅
州
碍
銭
轡
馬
司
。
又
於
広
西
、
置
慶
遠
裕
畏
四
物
斌
批
聯
雌

　
飛
M
㎜
酬
鞭
。
市
八
番
漢
洞
之
馬
。
後
亦
革
。

と
云
っ
て
い
る
。
明
史
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
洪
武
中
に
設
置
さ
れ
た

茶
色
司
と
し
て
陳
西
に
は
建
碑
（
甘
粛
省
臨
潭
県
）
・
秦
州
（
甘
粛
省

天
水
県
）
・
河
州
（
甘
粛
省
臨
書
県
）
お
よ
び
西
寧
（
青
海
省
西
露
宿
）

の
四
茶
馬
司
が
あ
り
、
四
川
に
は
永
寧
・
稠
門
の
両
茶
馬
司
が
あ
り
、

広
西
に
は
慶
遠
野
民
司
が
あ
る
。
実
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
最
も

早
く
設
澱
さ
れ
た
の
は
当
課
羅
馬
司
で
、
洪
武
五
年
の
創
建
で
あ
る

⑳
こ
の
地
は
互
市
に
不
便
で
あ
・
た
と
こ
ろ
が
ら
・
郷
里
＋
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
こ
れ
を
西
寧
に
遷
し
西
寧
茶
馬
司
と
な
っ
た
。
つ
い
で
河
州
茶
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

司
の
設
置
は
洪
武
七
年
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
創
建
以
来
継
続
し
て
鋏

西
に
お
け
る
最
も
重
要
な
茶
馬
司
と
な
っ
た
。
一
州
竃
馬
司
の
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
つ
い
て
は
、
実
録
に
記
載
が
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
桃

州
弓
馬
司
を
罷
め
て
河
州
弓
馬
司
を
も
っ
て
之
慈
兼
領
す
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
っ
た
の
は
洪
武
十
六
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
廃
止
は
永
久
的

な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
復
活
し
て
前
記
会
典
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

永
楽
九
年
の
建
置
と
な
っ
て
い
る
。
太
祖
実
録
の
同
年
の
条
に
は
こ

れ
に
関
す
る
記
事
が
見
当
ら
な
い
が
、
皇
朝
馬
政
紀
巻
一
二
、
陳
西

一二

ヴ
n
司
馬
の
条
や
、
名
山
蔵
、
野
馬
記
の
条
、
欽
定
続
文
献
通
考

巻
二
二
、
征
海
軍
の
条
に
も
会
血
ハ
の
説
を
襲
っ
て
い
る
か
ら
、
桃
州

茶
馬
司
が
永
続
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
　
一
応
こ
の
年
以
後
の
こ

と
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
明
史
に
記
載
が
な
く
し

て
会
典
に
詑
載
の
あ
る
も
の
に
甘
州
茶
馬
司
皿
甘
粛
茶
馬
司
（
甘
颪
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心
張
扱
県
）
が
あ
る
が
、
　
こ
れ
を
実
録
に
よ
っ
て
検
索
す
れ
ば
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
創
建
は
永
楽
十
一
年
に
あ
り
、
そ
の
裁
革
は
正
統
七
年
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
の
復
建
は
嘉
靖
四
十
二
年
に
あ
る
。
な
お
明
史
巻
八
0
、
食
貨
志
、

茶
法
の
条
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
ま
た
、

　
（
万
暦
）
二
十
九
年
。
陳
西
巡
按
御
史
畢
三
才
言
。
青
茶
徴
輸
。
歳
有
定

　
額
。
先
輝
輝
多
絵
積
、
茅
戸
事
納
勝
算
。
以
此
改
訳
。
令
商
人
絶
望
。
五

　
司
茶
空
。
請
令
漢
中
五
州
県
。
伽
輸
本
色
。
毎
歳
招
商
。
中
五
百
引
。
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
得
馬
万
一
千
九
百
絵
匹
。
都
議
。
西
寧
・
河
・
挑
・
綴
・
甘
．
荘
浪
六
茶

　
む

　
司
、
共
易
馬
九
千
六
百
匹
。
著
為
令
。

と
あ
り
、
河
州
・
桃
州
・
西
町
・
甘
州
の
ほ
か
に
、
な
お
斌
州
（
甘

粛
省
眠
倶
）
・
荘
浪
（
甘
帯
芝
永
登
県
）
を
加
え
て
玉
茶
司
と
し
て
い
る
。

い
ま
こ
れ
を
漉
酌
実
録
巻
三
五
六
、
同
年
二
月
庚
寅
の
条
に
つ
い
て

検
討
す
る
に
、
畢
三
才
の
上
磯
を
兵
部
が
覆
奏
し
て
、

　
…
西
寧
額
収
三
千
二
頁
匹
。
河
州
一
鳳
千
四
十
距
。
挑
州
一
千
八
菖
匹
。
眠

　
州
一
落
六
十
匹
。
甘
州
一
千
匹
。
荘
浪
八
百
匹
。
共
一
万
匹
。
…

と
云
っ
て
い
る
か
ら
、
眠
州
・
荘
浪
の
二
司
は
他
の
四
刻
に
比
し
て

そ
の
規
模
が
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
弓
丈
の
易
馬
額
は
最

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
盤
少
で
あ
る
か
ら
、
畢
三
才
の
上
暑
中
に
五
司
と
云
っ
て
い
る
の

は
、
河
州
・
挑
州
・
西
嶺
・
甘
州
・
土
山
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
四
川
の
永
寧
・
鯛
門
詩
章
馬
司
の
設
置
と
裁
革
に
つ
い
て
は
、

既
に
前
章
に
お
い
て
こ
れ
を
云
っ
た
の
で
此
処
に
は
再
説
を
さ
け
る
。

慶
遠
裕
罠
司
は
読
響
七
年
、
広
西
の
慶
遠
府
思
恩
県
に
設
置
さ
れ
た

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

も
の
で
あ
る
が
、
同
二
十
六
年
に
は
裁
革
さ
れ
た
。
但
し
最
遠
裕
民

司
は
銀
・
塩
を
も
っ
て
馬
を
潜
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
塩
馬
司
と

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
塩
馬
司
に
は
な
お
こ
の
ほ
か
に
顧
龍
・
納
漢
・

白
雪
な
ど
の
塩
馬
司
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
車
馬
の
大
勢
を
決
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
2
　
金
牌
信
符
と
巴
茶
の
官
運

　
さ
て
陳
西
に
お
け
る
茶
密
貿
易
は
、
洪
武
五
年
よ
り
開
始
せ
ら
れ

た
。
回
視
実
録
巻
七
〇
、
洪
武
四
年
十
二
月
庚
寅
の
条
に
、

　
戸
部
護
。
陳
西
空
中
内
金
州
ザ
石
泉
・
漢
陰
・
茶
利
・
西
郷
県
諸
処
茶
園
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
共
四
十
五
頃
七
十
二
畝
。
茶
八
十
六
万
四
千
五
十
八
株
。
三
十
株
疎
取
其

　
一
。
畏
所
収
茶
。
官
給
競
買
之
。
三
戸
茶
園
。
以
漢
中
事
守
城
軍
士
蘇
培
。

　
及
時
採
取
。
以
十
分
昌
盛
。
官
取
其
八
。
貰
取
其
二
。
毎
五
十
斤
為
一
包
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
自
浄
為
一
引
。
令
有
司
収
賠
。
令
子
西
番
易
断
。
従
之
。

と
あ
り
、
同
齢
七
二
、
五
年
二
月
乙
巳
の
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
］
戸
側
節
量
口
〇
　
四
【
川
産
㎜
〕
ザ
ボ
。
凡
四
首
七
ふ
1
七
処
。
三
二
｝
臼
一
二
十
八
万
六
千
九

　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
百
四
十
三
株
。
掛
戸
一
一
蓄
一
十
五
。
宜
依
定
制
、
毎
茶
十
株
官
財
其
一
、
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下
馴
二
両
、
課
戸
茶
園
、
令
人
蘇
種
、
以
十
分
軽
率
、
官
取
置
八
、
歳
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
得
茶
万
九
千
二
百
八
十
斤
、
令
有
司
醇
、
喉
西
番
豪
強
。
従
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

と
あ
る
の
は
そ
の
最
初
の
記
事
で
あ
る
。
陳
西
の
産
茶
地
は
右
の
文

中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
漢
中
府
の
金
州
・
石
泉
・
漢
陰
・
平

利
・
西
郷
の
五
州
県
で
、
茶
樹
の
株
数
は
合
計
八
十
六
万
四
千
五
十

八
株
で
あ
る
と
い
う
が
、
四
川
の
産
茶
地
に
つ
い
て
は
何
等
明
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
四
川
の
産
茶
地
は
広
域
に
及
ん
で
い
る
が
、
此

処
で
巴
茶
の
産
地
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
保
寧
府
の
巴
州
・
通
江
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鼻
元
・
南
江
の
四
州
県
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
、
而
し
て
そ
の
茶
樹

の
株
数
は
合
計
二
百
三
十
八
万
六
千
九
百
四
十
王
株
で
あ
る
と
云
う
。

白
材
の
株
数
な
ど
と
云
う
も
の
が
、
無
論
長
期
に
わ
た
っ
て
一
定
し

て
い
る
わ
け
は
な
い
が
、
暫
ら
く
当
時
の
数
に
つ
い
て
陳
西
と
四
川

の
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
後
者
は
前
者
の
約
三
倍
に
当
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
明
初
、
陳
西
の
茶
器
貿
易
に
用
い
ら
れ
た
茶
は
、
多
く
四
川

の
巴
茶
で
あ
っ
た
。
太
祖
実
録
巻
一
〇
〇
、
洪
武
八
年
五
月
戊
辰
の

条
に
は
、
内
使
趙
成
を
河
州
に
遣
し
て
馬
を
市
わ
し
め
た
記
事
を
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
「
乃
命
戒
。
以
羅
綺
綾
吊
井
田
茶
。
往
市

之
し
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
河
州
に
お
い
て
行
わ
れ
る
茶
馬
貿

易
に
四
川
の
玉
茶
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
明
文
は
こ
こ
に
始
ま
る
。

　
と
こ
ろ
で
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
洪
武
の
時
そ
れ
も
と
く

に
洪
武
二
十
年
前
後
ま
で
は
、
四
川
・
貴
州
・
雲
華
方
面
に
お
け
る

市
馬
に
重
心
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
陳
西
方
面
に
お
け
る
市
馬
の

規
模
は
比
較
的
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
同
実
録
巻
一

三
三
、
十
三
年
九
月
戊
戌
の
条
に
は
、

　
兵
部
奏
。
河
州
茶
受
司
発
馬
。
用
品
五
万
八
千
八
百
九
十
二
斤
、
牛
九
十

　
八
頭
。
得
馬
二
千
五
十
距
。

と
あ
り
、
茶
五
万
八
千
八
百
鯨
斤
を
用
い
て
、
馬
二
千
五
十
匹
を
得

る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
洪
武
二
十
五
年
以
来
は
、
陳
西
方

面
に
予
習
の
重
心
が
移
っ
た
と
見
え
、
そ
の
貿
易
額
が
一
挙
に
増
大

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
巻
一
二
七
、
工
十
五
年
五
月
甲

辰
の
条
に
は
、

　
尚
膳
太
監
而
子
等
至
河
州
。
召
必
理
諸
番
族
。
以
勅
諭
之
。
諸
族
皆
感
恩

　
意
。
争
幽
馬
以
献
。
子
是
。
運
任
万
三
百
四
十
除
匹
。
以
茶
三
十
餓
万
斤

　
給
之
。
遺
族
大
悦
。
而
藷
遣
使
断
熱
。
命
以
配
分
給
河
心
．
山
西
・
陳
西

　
衛
所
騎
士
。

と
あ
り
、
茶
三
十
除
万
難
を
給
し
て
馬
一
万
三
百
四
十
馬
匹
を
得
て

、い

驍
ﾌ
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
以
西
方
面
に
お
け
る
茶
馬
貿
易
が
、

四
川
・
貴
州
・
雲
南
方
面
の
そ
れ
に
代
っ
て
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
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よ
う
に
な
り
、
そ
の
規
模
が
拡
大
さ
れ
て
来
る
と
共
に
、
政
府
は
こ

れ
に
対
し
強
い
統
制
と
監
督
を
加
え
る
必
饗
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

翌
洪
武
二
十
六
年
に
「
金
牌
儒
符
」
の
制
が
定
め
ら
れ
た
の
は
即
ち

そ
の
明
証
で
あ
る
。
同
実
録
巻
ニ
ニ
五
、
同
年
二
月
癸
未
の
条
に
は

之
に
つ
い
て
、

　
遣
使
。
往
西
涼
・
三
二
・
甘
遇
・
由
丹
・
西
寧
・
臨
幸
・
河
州
・
挑
州
．
眠

　
州
・
輩
畠
縁
辺
諸
事
。
塾
図
金
銅
信
符
。
勅
諭
各
族
都
落
日
。
往
者
朝
廷
。

　
或
有
所
需
子
爾
。
必
以
北
貨
酬
之
。
未
詳
暴
有
畑
也
。
近
聞
。
辺
将
無
状
。

　
多
仮
朝
命
。
擾
讐
爾
等
。
使
不
獲
寧
居
。
今
特
製
金
銅
層
層
。
族
頒
一
三
。

　
遇
有
使
者
徴
発
。
比
対
相
舎
。
始
許
王
命
。
否
者
。
械
至
京
師
罪
之
。

と
あ
り
、
西
北
縁
辺
の
諸
番
に
金
銅
儒
符
を
頒
給
し
た
の
は
、
副
将

が
朝
命
を
仮
っ
て
番
族
を
擾
害
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
と
云

っ
て
い
る
が
、
要
は
私
茶
の
出
境
を
取
締
っ
て
、
里
馬
貿
易
を
政
府

の
強
力
な
統
制
下
に
置
く
の
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
同
巻
藁
五
一
、

三
十
年
三
月
壬
午
の
条
に
は
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
勅
兵
部
日
。
巴
茶
托
羅
初
徴
収
。
累
年
与
西
番
易
馬
。
近
目
私
説
鵬
境
。

　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
む
　
　
り

　
致
茶
頭
馬
瀬
。
不
満
国
薫
製
麟
。
殆
使
戎
美
放
騨
、
生
侮
慢
之
心
。
蓋
由
守

　
辺
者
、
不
能
禦
防
、
或
濫
交
無
度
、
縦
旦
夕
茶
、
或
仮
朝
廷
為
名
、
横
科

　
馬
疋
、
以
致
番
人
悼
信
。
朝
廷
初
不
知
此
。
倶
謂
西
湘
不
順
。
量
知
辺
吏

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ

　
有
以
激
之
。
故
嘗
命
曹
国
公
李
景
隆
。
篇
金
牌
勘
合
。
直
抵
西
番
。
以
蔵

　
。
◎
　
。
。
。
。
Q
。
　
転
。
。
。
　
。
G
。
。

　
朕
命
。
令
省
番
呑
玉
受
。
簿
鮮
碧
契
．
、
以
戦
債
欺
。
尚
蔵
辺
衛
導
管
、
巡

　
防
不
厳
、
私
茶
出
境
。
爾
丘
田
畠
。
備
伝
専
意
。
諭
辺
守
門
知
之
。
於
蓬
。

　
兵
部
乱
臣
約
裏
宜
。
遣
人
鶯
論
川
陳
守
勢
衛
所
。
傍
遣
僧
管
著
蔵
二
等
。

　
往
西
番
二
二
之
。

と
あ
り
、
曹
国
公
李
景
隆
に
命
じ
て
金
牌
勘
合
を
齋
ら
し
め
た
の
は
、

專
ら
私
茶
の
出
境
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。

而
し
て
金
牌
信
符
を
延
し
て
行
わ
れ
た
こ
の
最
初
の
茶
馬
貿
易
に
よ

り
、
明
朝
政
府
は
茶
五
十
鰍
万
斤
を
用
い
て
馬
一
万
三
千
五
百
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

匹
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　
洪
武
二
十
六
年
以
後
、
陳
西
の
茶
馬
貿
易
に
お
い
て
行
わ
れ
た
金

牌
信
符
の
制
に
つ
い
て
、
万
暦
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
茶
課

の
条
に
は
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
凡
易
馬
。
洪
拝
聴
。
寒
気
顯
眺
州
・
河
州
・
西
寧
各
茎
茶
馬
司
。
孔
孟
官

　
茶
。
毎
三
年
一
次
。
差
在
京
官
。
選
調
辺
軍
。
篇
捧
金
牌
信
符
。
往
附
近

　
蕃
族
。
将
運
去
茶
易
馬
。
原
額
牌
四
十
一
面
。
上
前
蔵
内
府
。
下
号
車
省

　
蕃
。
繁
文
日
。
皇
帝
聖
旨
粧
㎜
鞘
脳
纏
醗
　
挑
州
。
火
把
蔵
．
思
襲
撃
等
割
。

　
牌
六
莇
。
斜
懸
三
千
五
十
匹
。
河
州
。
必
警
衛
二
州
七
半
西
蕃
二
十
九
族
。

　
牌
二
十
一
颪
。
納
馬
七
千
七
百
五
匹
。
西
寧
。
曲
先
．
陶
器
．
畢
東
・
安

　
｛
疋
四
衛
巴
畦
・
申
議
甲
・
由
－
蔵
等
族
。
　
…
－
丁
六
記
閲
。
紬
酬
馬
　
こ
エ
ー
五
↓
1
匹
。
先

　
期
。
於
狸
掘
徴
茶
一
百
万
斤
。
官
軍
転
運
耳
翼
馬
司
。
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右
の
文
中
に
「
洪
武
初
」
と
云
っ
て
い
都
の
は
、
宮
西
に
お
い
て
青

馬
貿
易
の
開
始
さ
れ
た
年
代
と
し
て
な
ら
ば
と
も
か
く
、
金
牌
年
下

の
制
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
年
代
と
し
て
は
正
し
く
な
い
こ
と

勿
論
で
あ
る
。
さ
て
挑
州
・
河
州
・
西
寧
の
三
三
馬
司
に
お
け
る
茶

馬
貿
易
は
、
三
年
に
一
度
つ
つ
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方

法
は
毎
回
内
府
に
所
蔵
せ
る
金
牌
信
符
（
二
号
）
を
京
官
が
鷹
抄
し

て
現
地
に
赴
き
、
鎮
守
・
三
司
な
ど
の
官
と
と
も
に
富
軍
を
統
領
し

て
番
境
に
入
り
、
西
番
諸
臣
に
交
付
せ
る
金
牌
紙
誌
（
下
墨
）
と
彼

此
照
合
し
つ
つ
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
金
牌
信
符
の
原

額
ぽ
四
十
一
面
で
あ
っ
た
と
云
う
が
、
そ
の
内
訳
で
あ
る
桃
州
の
六

面
、
河
州
の
二
十
一
面
、
二
郎
の
十
六
面
を
合
計
す
る
と
四
十
三
面

と
な
る
。
後
年
の
記
載
で
あ
る
が
、
揚
一
清
の
「
為
修
復
茶
馬
旧
制

詠
吟
駅
番
夷
安
土
地
方
事
」
（
皇
明
経
世
平
編
巻
＝
五
、
置
石
湶
奏
疏
）
に

よ
れ
ば
、
会
典
に
桃
州
の
牌
数
を
「
六
面
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

「
四
面
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
な
ら
ば
合
計
は
四
十
一
面
と
な
る

筈
で
あ
る
。
ま
た
会
典
に
よ
れ
ば
墨
守
の
総
数
は
一
万
三
干
八
百
五

匹
と
な
る
が
、
奏
疏
に
よ
れ
ば
一
万
四
千
五
十
一
匹
と
な
り
、
諸
書

の
記
載
す
る
と
こ
ろ
も
大
体
一
万
四
干
匹
前
後
で
あ
る
。
さ
て
こ
の

一
万
四
千
匹
前
後
の
西
馬
を
輸
入
す
る
た
め
に
は
、
市
買
の
時
期
に

さ
き
だ
ち
陽
川
に
お
い
て
茶
一
百
万
斤
を
微
し
、
官
軍
の
手
に
よ
っ

て
之
を
陳
西
の
三
蓋
馬
司
に
転
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
三
茶
馬
司
に

お
け
る
百
万
斤
の
内
訳
は
、

　
　
西
寧
茶
馬
司
　
　
三
一
六
、
九
七
〇
斤

　
　
河
州
茶
馬
司
　
　
四
五
四
、
○
王
○
斤

　
　
挑
痢
茶
馬
司
　
　
二
二
九
、
○
○
○
斤

で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
巴
茶
の
微
輸
と
西
馬
の
市
買
と
の
間
に
は
、

唇
歯
輔
車
の
関
係
が
見
ら
れ
る
の
で
、
次
に
は
焦
茶
の
微
輸
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
明
史
巻
心
O
、
食
貨
志
、
茶
法
の
条
に
は
、

　
洪
武
初
窪
令
。
凡
莞
茶
之
地
。
令
宣
課
司
。
三
十
取
一
。
四
年
。
戸
部
言
。

　
陳
西
漢
中
金
州
・
石
泉
・
漢
薬
・
平
利
・
西
郷
諸
県
茶
園
四
十
五
頃
。
茶

　
八
十
六
万
絵
株
。
四
川
巴
茶
三
百
十
五
頃
。
壷
飾
｝
臼
三
十
八
万
絵
株
。
宜

　
定
令
、
毎
想
到
宮
取
其
一
、
無
主
茶
園
、
令
軍
士
濫
獲
、
聴
取
其
　
、
以

　
易
番
馬
。
従
之
。
於
是
。
諸
産
茶
地
。
設
茶
課
司
。
定
税
額
。
陳
西
二
万

　
六
千
享
有
奇
。
四
川
一
百
万
斤
。
設
騰
馬
司
断
絃
．
挑
・
河
・
魚
鋤
州
。

　
宙
欄
門
・
黎
・
雅
。
抵
朶
甘
・
鳥
思
蔵
。
行
茶
湯
地
五
千
…
隙
里
。
山
後
・

　
帰
徳
諸
系
、
西
方
諸
部
落
。
無
不
以
馬
讐
者
。

と
あ
る
。
右
の
文
中
「
四
年
…
従
之
。
」
の
記
事
が
、
繭
掲
の
実
録
、
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洪
武
四
年
十
二
月
庚
寅
お
よ
び
同
五
年
二
月
乙
巳
の
条
に
基
づ
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
　
「
定
税
額
。
陳
西
二
万
六

千
斤
有
心
。
四
川
一
百
万
斤
。
」
の
部
分
は
、
万
百
会
典
巻
三
七
、
戸

部
、
課
程
、
茶
課
の
条
に
、

　
映
西
茶
課
。
初
。
二
万
六
千
八
酉
六
十
二
斤
一
十
五
両
五
銭
。
弘
治
十
八

　
年
。
　
新
楢
燗
二
｝
刀
四
千
～
噌
臼
山
ハ
乱
丁
悶
三
月
。
　
共
｝
血
万
一
千
二
L
T
山
ハ
血
月
一
十
五
甲
圃

　
五
銭
。
見
今
町
課
。
五
万
一
千
三
百
八
十
四
斤
一
十
三
両
四
銭
。
騙
鰍
榊
構

　
紫
陽
・
櫛
泉
・
漢
陰
・
繭
郷
五

　
州
県
歳
弁
。
分
解
随
筆
駕
帽

　
四
川
茶
課
。
初
。
　
一
拳
万
斤
。
後
期
為
八
十
四
万
三
千
六
十
斤
。
正
統
九

　
年
。
三
半
三
三
。
景
泰
二
年
三
血
。
成
化
十
九
年
奏
准
。
毎
歳
運
十
万
斤
。

　
見
今
茶
課
。
本
色
。
　
一
十
五
万
八
千
八
百
五
十
九
斤
零
。
存
彼
処
衛
門
。

聴
候
二
三
。
孫
湿
球
聯
誌
高
溶
野
厭
全
折
色
。
享
三
万
李

　
九
百
六
十
三
斤
。
共
徴
銀
四
千
七
百
二
両
八
分
。
内
三
千
蝋
百
五
両
五
銭

　
五
日
分
。
存
太
・
省
賞
番
。
実
解
酬
陳
｝
四
巡
茶
衙
㎜
目
門
馬
馬
加
蝋
。
　
蝋
千
五
百
九
十
⊥
ハ

　
両
五
銭
三
分
。
堀
灘
輝
鯖
嘱
避
細
郷
畑
謡
講
繁
概
畑
鮪
甫
栖
耀
醐
燃
働
四
望
ハ
銭
九
分
五
駿

と
あ
る
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、

明
史
が
［
税
額
」
と
云
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
会
典
で
は
「
茶
課
扁

と
云
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
茶
課
な
る
語
義
に
つ
い
て
は
、
佐
久

間
重
男
氏
が
「
明
代
の
茶
業
と
国
家
統
制
」
　
（
北
海
道
大
学
『
人
文
科
学

論
集
眠
第
一
号
）
に
お
い
て
こ
れ
を
分
析
し
、
内
地
の
通
商
法
地
域
に

お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
商
人
の
茶
の
販
売
許
可
証
で
あ
る
茶
引
に

た
い
す
る
税
を
指
し
、
陳
西
・
四
川
の
権
茶
地
域
で
は
、
政
府
が
官

茶
を
確
保
す
る
必
要
上
、
茶
器
の
栽
培
す
る
茶
園
に
た
い
し
、
茶
出

の
株
数
を
基
準
に
十
分
の
一
税
と
し
て
徴
収
し
た
現
物
の
茶
を
称
し

た
と
云
わ
れ
、
ま
た
明
史
食
賀
志
訳
註
〔
順
法
〕
の
註
（
二
八
）
に

お
い
て
、
茶
課
は
北
西
・
四
川
の
確
茶
法
地
域
で
は
茶
の
生
産
者
に

対
す
る
官
収
賀
の
割
当
額
を
意
味
す
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
茶
課

に
は
徴
税
茶
の
み
を
指
す
狭
義
の
場
合
と
、
収
買
茶
を
も
含
む
広
義

の
場
合
が
あ
る
こ
と
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
四
川
の
三
三
一
百
万
斤
な
る
数
字
は
、
管
見
の
お

よ
ぶ
限
り
で
は
英
町
実
録
巻
四
三
、
正
統
三
年
置
月
乙
丑
の
条
に
、

　
命
行
在
大
理
寺
右
少
卿
陳
繭
・
李
診
。
赴
県
西
償
運
嘗
茶
。
以
備
収
馬
。
先

　
是
。
正
統
元
年
。
例
応
収
馬
。
以
民
滋
藤
止
。
至
醇
。
行
在
兵
部
日
。
陳

　
西
・
甘
粛
等
処
。
征
顎
欠
馬
。
請
交
収
如
例
。
上
命
取
行
在
戸
部
会
議
。

　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
乃
冷
気
。
子
四
川
保
禦
等
鷹
。
運
茶
一
百
万
斤
。
赴
陳
酒
手
寧
等
茶
釜
司

　
む
　
　
む

　
収
貯
。
津
島
在
京
堂
上
宮
。
総
理
其
事
。
遂
有
国
命
。

と
あ
る
を
も
っ
て
初
見
と
す
る
が
、
つ
い
で
同
巻
一
一
六
、
九
年
五

月
頭
並
の
条
に
は
、

　
命
剤
部
右
侍
郎
読
響
・
光
禄
専
丞
鼠
泰
。
往
四
川
償
運
茶
課
。
時
戸
部
奏
。
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む

　
陳
酉
西
寧
・
河
州
・
池
州
等
衛
所
属
各
番
族
番
民
。
例
応
蕊
年
一
次
、
納
差

　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
発
馬
一
万
四
千
五
十
瞭
疋
。
合
用
茶
償
其
価
。
斎
座
遣
宮
、
往
四
川
保
寧

　
等
府
、
贋
運
茶
、
壁
皿
西
西
二
等
茶
馬
司
、
交
叡
以
倹
。
故
有
島
町
、

と
あ
り
、
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
茶
馬
貿
易
に
お
い
て
は
、
差
発
馬

一
万
四
千
五
十
鯨
疋
を
納
め
る
と
あ
る
か
ら
、
茶
約
一
百
万
斤
を
用

い
て
馬
約
一
万
四
千
匹
に
易
え
る
と
云
う
の
が
、
ま
ず
正
統
の
時
ま

で
行
わ
れ
た
陳
西
に
お
け
る
茶
馬
貿
易
の
標
準
額
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　
次
に
蓼
川
の
保
身
府
よ
り
陳
西
の
三
茶
馬
司
に
至
る
運
茶
の
方
法

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
万
暦
会
淡
画
三
七
、
戸
部
、
課
程
、

茶
課
の
凡
関
運
の
条
に
、

　
（
正
統
）
九
年
題
准
。
慈
心
四
州
軍
夫
。
給
与
口
糧
。
将
減
半
茶
四
十
二

　
万
一
千
五
百
三
十
斤
。
陸
続
運
赴
陳
西
接
界
褒
城
察
茶
廠
。

　
又
議
准
。
雪
濠
塗
壁
斤
。
陳
西
都
盛
運
三
分
半
。
瑠
政
司
運
六
分
半
。
除

　
都
岡
円
所
属
延
｛
女
等
八
｛
衛
・
延
安
癬
朋
属
“
眠
州
等
六
州
閲
爪
、
　
不
起
軍
夫
日
外
。
其

　
絵
有
司
・
軍
記
。
酌
量
起
傭
軍
夫
。
給
白
襲
有
差
。
倶
直
抵
褒
城
県
茶
廠
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
あ
る
の
が
最
も
詳
し
い
。
実
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
に
は
四
川
よ

り
八
十
四
万
三
千
六
十
斤
の
茶
を
運
ぶ
豫
定
で
あ
っ
た
が
、
折
柄
劒

饅
の
た
め
に
陳
腐
の
軍
艮
は
は
な
は
だ
疲
弊
し
て
お
り
、
一
方
豊
年

の
茶
馬
司
に
は
茶
二
十
五
万
四
干
籐
斤
の
餓
積
が
あ
っ
た
の
で
、
か

く
の
如
く
運
漕
を
減
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
の

運
茶
四
十
二
万
一
千
五
百
三
十
斤
は
、
ま
ず
四
川
の
軍
夫
を
起
僑
…
し

て
こ
れ
を
纏
足
畑
中
府
褒
城
県
の
茶
事
に
ま
で
運
び
、
こ
れ
よ
り
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
陳
西
の
軍
夫
を
起
脩
し
て
各
茶
馬
司
に
運
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の

運
茶
の
過
程
を
監
督
す
る
た
め
に
は
、
四
川
・
陳
書
の
都
推
揮
使
出
・

布
政
司
よ
り
各
々
堂
上
官
を
派
遣
し
た
ほ
か
、
戸
部
は
在
京
の
堂
上

官
の
う
ち
よ
り
二
名
を
選
ん
で
現
地
に
派
遣
し
、
運
茶
と
合
せ
て
射

爆
貿
易
の
一
切
を
総
管
せ
し
め
た
。
こ
れ
が
即
ち
盛
運
と
云
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
明
初
の
茶
亭
貿
易
が
政
癒
の
強
い
統
綱
下
に
置
か

れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
し
か
ら
ば
、
洪
武
二
十
六
年
よ
り
始
ま
っ
た
金
牌
信
符
の
糊

は
、
以
後
い
つ
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
明
史
巻
八
○
、
食
貨
志
、
茶
法
の
条
に
は
、
次
の
如
く
見

え
て
い
る
。

　
自
永
楽
時
。
停
止
金
牌
信
符
。
至
是
肩
書
。
未
幾
。
番
人
為
北
秋
所
侵
掠
。

　
徒
居
内
地
。
金
牌
散
失
。
紅
茶
司
亦
以
茶
少
。
止
蟻
蚕
中
茶
易
馬
。
且
不

　
給
金
牌
。
聴
其
二
野
入
貢
蒲
已
。

す
な
わ
ち
明
史
は
、
ま
ず
永
楽
の
と
き
に
一
時
金
牌
髄
質
の
髄
が
停
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止
さ
れ
た
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
正
確
な
年
代
に

つ
い
て
は
之
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
佐
久
間
氏
は

明
史
食
貨
志
訳
註
〔
茶
法
〕
の
註
（
九
七
）
に
お
い
て
、
金
牌
信
符

の
停
止
は
、
正
徳
会
血
ハ
巻
三
二
、
戸
部
茶
法
易
馬
及
び
王
析
の
続
文

献
通
手
巻
二
六
、
征
穰
考
茶
の
易
馬
事
例
の
条
に
永
楽
四
年
に
記
し
、

万
暦
会
単
巻
三
七
に
は
十
四
年
に
作
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
ま

た
こ
の
外
に
も
た
と
え
ば
欽
定
続
文
献
通
考
巻
二
二
、
征
確
考
、
確

茶
の
条
に
は
、
そ
の
年
代
を
永
楽
四
年
に
繋
げ
て
お
り
、
一
方
、
万

暦
陳
西
通
志
巻
一
〇
、
善
政
、
茶
馬
の
条
に
は
、
そ
の
年
代
を
永
楽

十
四
年
に
繋
げ
て
い
る
の
で
振
る
。
私
見
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
万
暦

会
典
の
永
楽
十
四
年
説
は
、
或
は
正
徳
会
典
の
永
楽
四
年
説
を
誤
っ

て
転
記
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
但
し
実
録
に

は
両
年
と
も
に
か
か
る
記
載
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
両
慶
典
の
説

は
、
果
し
て
真
実
を
伝
え
た
も
の
か
ど
う
か
、
多
少
の
疑
問
な
き
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
と
に
太
宗
実
録
巻
三
九
、
永
楽
三
年
十
二
月

乙
酉
の
条
を
見
る
と
、
太
宗
が
兵
部
の
臣
に
向
っ
て
、
河
州
・
桃
州
・

西
寧
の
茶
々
貿
易
に
お
い
て
は
、
近
ご
ろ
守
辺
の
頭
目
人
等
が
多
く

糧
食
な
茶
を
用
い
て
番
人
を
欺
き
、
甚
だ
し
き
は
そ
の
財
物
を
侵
損

し
て
い
る
こ
と
を
云
い
、
つ
づ
け
て
、

　
来
年
。
睡
中
金
牌
管
財
。
給
西
番
南
砂
。
使
比
曾
祖
同
即
納
馬
。
如
洪
武

　
中
例
。
不
可
後
期
。

と
云
っ
て
い
る
の
で
、
永
楽
四
年
に
金
牌
洋
画
の
制
が
停
止
さ
れ
た

と
は
、
殆
ん
ど
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
録
に
は
、
永
楽

年
間
に
お
い
て
金
牌
信
符
の
制
が
停
止
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

記
事
と
し
て
、
巻
胴
三
六
、
十
九
年
夏
四
月
乙
巳
の
条
に
次
の
よ
う

な
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
年
同
月
八
浜
に
奉
天
・
華
蓋
・

退
身
の
三
殿
が
火
災
に
遭
っ
た
の
で
、
鋭
し
て
不
便
不
急
の
時
務
を

悉
く
停
止
せ
し
め
た
が
、
其
の
中
に
お
い
て
、

　
一
、
陳
西
・
四
川
償
運
粛
白
。
暫
且
停
止
。
桜
岡
已
起
運
者
。
勿
令
運
赴

　
　
所
指
茶
馬
司
交
収
。

と
云
っ
て
い
る
の
が
之
で
、
四
川
よ
り
の
官
運
が
停
止
さ
れ
た
こ
と

は
、
同
時
に
金
牌
信
符
の
制
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
越

え
て
宣
宗
実
録
巻
四
一
、
宜
徳
三
年
夏
四
月
癸
亥
の
条
に
も
、
松
岡

に
二
番
の
侵
竃
が
あ
り
、
成
都
の
人
望
は
軍
餉
の
転
運
に
疲
弊
し
て

い
る
た
め
、
四
川
よ
り
陳
西
へ
の
運
茶
は
こ
れ
を
停
止
し
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

見
え
て
お
り
、
ま
た
正
統
元
年
に
も
同
様
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
如
上

の
次
第
で
四
川
よ
り
陳
西
へ
の
官
運
は
、
永
楽
末
年
以
来
し
ば
し
ば

停
止
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
後
的
に
停
止
を
見
た
の
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は
正
統
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
録
に
よ
っ
て
検
討
す

る
に
、
正
統
十
四
年
に
は
は
じ
め
茶
八
↓
四
万
三
千
六
十
斤
を
運
ぶ

　
　
　
　
　
　
鐙

豫
定
で
あ
っ
た
が
、
お
り
か
ら
西
北
辺
境
に
尊
墨
が
あ
っ
て
、
挾
西
、

四
川
の
軍
民
は
醜
運
の
た
め
に
疲
弊
し
て
い
た
の
で
、
一
応
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

半
額
を
運
ぶ
手
筈
に
し
た
も
の
の
、
結
局
は
景
泰
元
年
に
な
っ
て
か

ら
、
内
幣
銀
一
万
両
を
出
し
て
馬
を
装
う
こ
と
に
落
着
し
た
の
で
あ

⑳る
。
つ
い
で
景
泰
三
年
お
よ
び
六
年
に
お
い
て
も
、
、
ほ
ぼ
同
様
の
理

由
か
ら
、
四
川
の
茶
課
は
法
の
如
く
に
徴
収
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
陳
西
に
運
ぶ
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
右
の
記
述
よ
り
判
断

す
れ
ば
、
官
運
は
正
統
十
四
年
以
後
は
全
く
停
止
さ
れ
た
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
此
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
は
ま
た
楊
一
清
の
「
為
偬

奏
修
理
馬
政
疏
」
　
（
皇
明
経
世
文
編
巻
＝
五
、
揚
石
謀
奏
疏
）
に
、

　
宣
徳
・
正
統
以
来
。
為
因
母
方
多
事
、
運
糧
為
急
。
勢
不
能
行
。
冷
評
停

　
止
。
　
六
十
－
年
来
。
肺
臭
之
能
一
男
。

と
云
い
、
同
じ
く
「
為
修
復
茶
園
旧
毎
号
撫
駅
番
夷
安
靖
地
方
事
」

（
蓬
蓬
岡
巻
）
こ
、

　
後
。
閃
辺
方
多
衷
。
挾
西
軍
民
。
転
輸
軍
餉
。
無
口
運
茶
。
腹
裏
衛
分
富

　
軍
。
又
各
調
事
忌
・
涼
・
調
質
等
処
征
操
。
別
無
官
軍
抱
合
。
茶
馬
閃
是

　
停
止
。
歴
年
滋
久
。
如
曲
先
・
阿
仁
諸
衛
。
逸
不
等
通
。

と
云
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宣
徳
・
正
統
以
来
土
方
多
事
の
た
め
に
、

陳
西
の
軍
民
は
軍
餉
の
転
筋
に
忙
殺
さ
れ
、
腹
裏
の
衛
所
の
官
軍
も

甘
州
・
涼
州
・
寧
夏
な
ど
へ
征
操
の
た
め
に
調
発
さ
れ
た
の
で
、
そ

の
上
さ
ら
に
軍
夫
を
運
茶
の
た
め
に
動
員
す
る
こ
と
は
畠
来
ず
、
従

っ
て
茶
馬
貿
易
も
停
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
云
う
。
さ
き
に
実
録
に

お
い
て
、
四
川
よ
り
八
十
四
万
三
千
六
十
斤
の
茶
を
運
ぶ
よ
う
に
決

定
し
た
と
云
っ
て
い
る
の
は
正
統
十
四
年
六
月
庚
戌
の
条
で
あ
る
が
、

西
北
辺
境
に
虜
患
が
起
っ
た
た
め
、
そ
の
半
額
を
運
ぶ
こ
と
に
豫
定

を
変
更
し
た
と
云
っ
て
い
る
の
は
九
月
甲
申
の
条
で
あ
る
。
こ
の
頭

北
辺
境
の
虜
患
と
い
う
の
は
、
瓦
刺
部
長
也
先
の
入
憲
を
指
す
も
の

で
、
同
じ
く
実
録
の
秋
七
月
己
丑
の
条
に
は
、
黒
馬
が
大
同
に
製
し

た
記
事
を
載
せ
、
別
将
を
遣
わ
し
て
甘
州
に
憲
し
た
と
あ
る
。
つ
づ

い
て
冬
十
月
甲
寅
の
条
に
は
、
陳
西
の
官
軍
一
万
四
干
四
百
人
を
調

し
、
寧
夏
に
赴
い
て
操
練
せ
し
め
た
こ
と
を
述
べ
、
十
一
月
戊
寅
の

条
に
は
、
達
賊
が
し
ば
し
ば
甘
粛
の
屯
墨
・
屯
田
を
犯
す
こ
と
を
伝

え
、
同
月
丁
亥
の
条
に
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
達
賊
が
粛
州
・
鎮
夷
等

の
処
に
観
し
、
人
一
町
三
百
有
産
、
駝
馬
牛
羊
一
万
三
千
有
奇
を
殺

臥
し
た
と
い
い
、
十
二
月
辛
亥
の
条
に
は
、
也
先
が
み
つ
か
ら
衆
を

率
い
て
寧
夏
を
か
す
め
、
期
月
に
し
て
始
め
て
図
っ
た
と
記
し
て
い
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明代茶馬貿易の研究（上）　（谷）

る
。
楊
一
清
が
弓
馬
貿
易
の
停
止
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
三
一
と
し
て

述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
実
に
上
記
の
諸
事
実
を
指
す
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
正
統
十
四
年
以
後
、
四
川
よ
り
す
る
三
三
が
停
止
さ
れ

た
こ
と
は
、
同
時
に
金
牌
呪
符
の
制
が
淳
止
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
正
徳
会
典
巻
一
二
二
、
兵
部
、
馬
致
の
条
に
は
、

　
正
統
十
四
年
。
停
止
弓
馬
金
牌
。
後
。
毎
歳
遣
行
人
四
員
。
巡
察
私
販
。

　
樹
濾
関
以
餌
。
至
曾
三
等
処
。
通
行
禁
革
。

と
あ
り
、
皇
朝
馬
政
紀
巻
一
二
、
各
回
馬
寺
の
条
に
は
、

　
正
統
十
四
年
。
停
血
弓
馬
金
牌
。
後
。
毎
歳
遣
行
人
四
員
。
巡
察
私
賑
。

　
溜
瀕
関
以
西
。
至
甘
粛
等
処
。
通
行
三
三
。
番
性
少
食
五
穀
。
ほ
罵
乳
酪
。

　
非
茶
不
飽
。
以
茶
易
馬
。
彼
此
倶
利
。
後
因
為
北
虜
犯
辺
。
故
暫
鰹
前
例
。

　
蒲
又
恐
私
茶
盛
行
、
三
三
阻
滞
。
三
歳
遣
行
人
。
巡
禁
之
。

と
あ
り
、
名
山
蔵
、
茶
馬
記
に
は
、

　
（
正
統
）
十
四
年
。
以
番
人
被
北
虜
侵
掠
。
遷
從
内
地
。
金
牌
散
失
。
詔

　
止
金
牌
不
給
。
一
番
族
以
馬
更
。
復
旧
遣
行
人
四
員
。
省
論
巡
察
。

と
あ
る
。
正
徳
会
典
に
は
正
統
十
四
年
、
金
牌
信
符
の
制
が
停
止
さ

れ
た
こ
と
を
云
っ
て
い
る
が
、
北
虜
の
侵
入
に
つ
い
て
は
何
等
書
及

し
て
い
な
い
。
し
か
る
に
皇
朝
馬
政
紀
に
は
金
牌
冷
帯
の
制
が
停
止

さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
を
挙
げ
て
、
北
虜
が
辺
を
犯
し
た
た
め
で
あ

る
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
北
虜
と
い
う
の
は
瓦
刺
部
族
を
回
す
も
の

で
、
」
葉
向
高
の
四
夷
考
，
北
虜
考
に
は
、

　
也
先
。
三
三
呑
併
三
部
。
東
至
女
鷹
。
西
至
赤
斤
蒙
古
。
皆
受
約
束
。

と
あ
り
、
三
三
の
勢
力
は
満
洲
よ
り
一
三
に
至
り
、
此
の
間
多
数
の

部
族
が
或
は
斌
逆
さ
れ
或
は
呑
回
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
番
譲
部
族

も
同
じ
く
こ
の
厄
に
罹
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
名
山
蔵
に

な
る
と
、
金
牌
信
符
の
制
が
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
番
入
が

北
虜
の
侵
掠
を
被
っ
て
内
地
に
遷
回
し
た
際
、
之
を
散
失
し
た
た
め

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
は
誤
解
を
招
く

恐
れ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
云
う
の
は
楊
一
清
の
「
為
修
復
頻
回
旧

制
以
四
駅
四
夷
三
三
地
方
事
」
に
よ
れ
ば
、
彼
が
特
命
を
う
け
て
茶

焉
貿
易
を
督
理
す
る
た
め
に
西
寧
・
三
州
地
方
に
詣
っ
た
と
き
、
三

族
の
番
富
が
原
降
の
金
牌
信
符
を
齋
ら
し
て
現
わ
れ
た
が
、
そ
の
牌

画
に
は
「
皇
帯
聖
旨
」
・
「
合
当
差
発
」
・
「
不
信
者
死
」
の
文
字
が
あ

っ
た
と
云
う
。
さ
れ
ば
金
牌
信
符
は
弘
治
末
年
ま
で
散
失
は
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
金
牌
散
失
の
事
情
に
つ
い
て
は
読
史

方
蹴
ハ
紀
要
巻
六
〇
、
陳
西
、
臨
挑
府
、
河
州
の
条
に
、

　
洪
武
二
十
六
年
、
製
A
皿
㎜
脚
町
鳶
。
隅
狽
給
㎝
譜
番
。
遇
有
孔
滋
発
。
ム
潮
厨
付
乃
応
σ

　
正
統
十
四
年
停
金
牌
。
成
化
十
七
年
。
給
鳥
思
蔵
諸
番
王
、
及
長
河
西
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
四
通
・
寧
遠
点
宣
素
餐
、
勅
書
勘
含
。
今
貢
時
四
川
・
陳
西
験
入
。
後
因
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む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
亦
不
刺
之
乱
。
金
牌
散
失
。
嘉
靖
二
十
八
年
。
兵
部
議
。
金
牌
不
可
西
出
。

　
宜
給
勘
合
、
如
成
化
故
事
。
従
之
。

と
あ
り
、
す
な
わ
ち
金
牌
の
散
失
は
亦
不
刺
の
乱
に
因
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
粛
清
一
統
志
巻
一
九
九
、
蘭
州
府
、
関
隙
、
茶
篤

司
の
条
に
は
、
そ
の
説
を
う
け
て
概
ね
右
の
文
に
よ
り
つ
つ
「
正
徳

初
。
伊
伯
同
町
乱
。
金
牌
散
失
。
」
と
云
っ
て
い
る
が
、
そ
の
年
代
を

正
徳
初
年
に
繋
げ
る
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
遽
か
に
信
即
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
る
に
葉
向
高
の
四
夷
考
、
西
宮
考
に
は
、

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
（
種
無
）
十
二
年
目
鳥
都
鶉
鵠
三
鼎
乱
。
四
川
巡
雲
霞
守
礼
討
破
之
。
是

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
時
金
牌
、
為
様
適
所
掠
、
尽
散
失
。
一
　
十
八
年
。
劉
七
言
詳
言
。
兵
部
議
。

　
番
族
滅
詐
不
常
。
北
虜
雪
踏
無
已
。
脱
給
笹
葺
失
。
失
二
又
給
。
無
煙
失

　
之
。
如
国
体
何
。
夫
番
人
納
馬
。
欲
得
茶
耳
。
誠
厳
蘭
出
之
禁
。
難
無
金

　
牌
。
緊
要
三
鷹
。
不
然
終
無
益
也
。
宜
給
勘
合
、
如
激
化
故
事
。
従
之
。

と
あ
り
、
金
牌
は
四
川
の
画
素
・
鶉
鵠
等
の
番
族
が
叛
乱
を
起
し
た

際
、
海
虜
の
劫
掠
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い

る
。
鳥
都
・
鶉
鵠
等
の
番
族
の
叛
乱
に
つ
い
て
は
、
世
宗
実
録
巻
一

五
七
の
同
年
十
二
月
辛
巳
の
条
に
記
載
が
あ
る
が
、
桂
聾
の
『
陳
西

図
序
』
　
（
皇
明
経
拙
文
編
巻
一
八
二
、
桂
文
電
髪
奏
疏
）
に
よ
れ
ば
、
亦
不
刺

が
西
海
に
蜜
居
し
て
よ
り
こ
の
方
面
に
あ
っ
た
番
族
が
南
方
に
遷
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
の
誤
～
）

し
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
割
註
に
「
今
松
溜
騨
謄
地
方
是
」
と
あ
る

か
ら
、
四
川
の
烏
都
・
鶉
三
等
の
番
族
が
叛
乱
を
起
し
た
際
に
金
牌

が
散
失
し
た
と
云
う
こ
と
も
、
考
え
て
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
ま
た
李
維
禎
の
「
回
議
召
新
塚
中
馬
」
（
同
書
巻
四
六
六
、
大
泌

山
房
稿
）
に
よ
れ
ば
、

　
…
守
旧
蒔
西
寧
・
挑
・
河
三
処
各
番
中
馬
。
皆
有
定
額
。
其
後
。
叛
服
不

　
常
。
強
弱
易
勢
。
有
昔
為
熟
番
、
今
為
生
番
渚
。
有
事
中
馬
多
今
少
者
。

　
有
畜
中
馬
少
今
多
書
。
当
番
諸
臣
。
欲
界
盈
馬
数
予
新
附
之
番
。
権
宜
亦

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
野
中
納
。
国
初
中
馬
之
番
。
給
以
金
牌
。
今
十
不
存
其
二
三
。
而
新
附
者

　
む
　
　
む

　
衆
爽
。
嘉
靖
二
十
八
年
。
御
史
劉
捻
。
熟
議
各
三
跡
番
族
勘
合
、
管
東
部

　
落
、
斜
掛
整
斉
。
…
但
自
劉
器
至
難
、
已
三
十
年
。
消
長
不
一
。
而
領
勘
合

　
者
。
又
不
足
愚
爽
。
…

と
あ
る
か
ら
、
嘉
靖
十
二
年
に
散
失
し
た
金
牌
が
原
給
せ
る
金
牌
の

尽
く
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
は
勿
論
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
世

宗
実
録
巻
三
六
九
、
嘉
言
三
十
年
正
月
丁
未
の
条
に
は
、
西
鼠
講
族

に
勘
舎
を
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
、

　
…
其
後
鵬
梅
。
暗
潮
絶
所
拠
。
套
虜
又
歳
加
侵
掠
。
諸
番
所
領
金
牌
散
失
。

　
漸
復
遷
徒
内
地
。
密
翅
三
焦
。
遂
不
興
膓
符
比
号
之
事
。
…
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（谷）明代茶馬貿易の研究（上）

と
云
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
前
記
名
識
蔵
の
記
事
は
、
ど
う
や

ら
此
の
あ
た
り
の
文
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
し

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
嘉
靖
十
二
年
の
事
実
を
謬
っ
て
正
統
十
四
年
に

繋
げ
た
も
の
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
金
牌
儒
符
の
制
が
停
止
せ

ら
れ
た
の
は
正
統
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
金
牌
信
符
が
散
失
し

た
の
は
か
な
り
後
年
の
こ
と
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

①
明
史
巻
八
○
、
食
貨
志
、
書
法
。

②
太
祖
実
録
巻
一
七
七
、
洪
武
十
九
年
春
薦
月
己
卯
。

③
鏑
献
茶
驚
喜
に
関
す
る
記
載
と
し
て
は
な
お
此
の
ほ
か
、
宣
宗
実
録
巻
一
〇
三
、

　
宣
徳
八
年
秋
七
月
丙
辰
の
条
に
門
三
川
翁
連
墨
書
司
。
臼
洪
武
至
永
楽
闘
。
所
微

　
茶
諜
。
積
糞
二
百
除
萬
斤
。
歳
久
不
堪
愛
馬
。
別
無
装
用
。
」
と
あ
り
、
な
お
そ

　
の
裁
革
に
つ
い
て
は
正
徳
会
典
巻
三
二
、
戸
部
、
庫
蔵
、
課
程
の
条
に
は
「
（
疋

　
統
）
八
年
。
裁
革
四
川
箔
壮
気
課
司
、
及
翁
遽
∴
尚
瑛
・
宜
蜜
等
県
茶
課
。
」
と

　
あ
り
。

④
　
但
こ
れ
よ
り
先
き
に
も
太
祖
実
録
巻
一
六
九
、
洪
武
十
七
年
十
二
月
の
条
に

　
「
鶴
川
部
爽
。
是
歳
四
田
川
嫡
男
河
馬
司
。
以
茶
焉
馬
騨
流
婿
九
十
六
匹
。
漏
と
あ
り
、

　
硝
門
茶
馬
司
の
名
が
見
え
て
い
る
の
で
、
洪
武
十
九
年
の
そ
れ
は
或
は
そ
の
官
制

　
が
整
傭
さ
れ
た
こ
と
を
意
殊
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑤
明
史
巻
三
＝
、
四
鐵
野
司
、
天
全
六
番
招
陰
雲
。

⑥
天
下
郡
国
利
病
書
巻
六
五
、
四
川
の
条
に
、
王
穿
孔
の
厳
島
議
と
し
て
岡
文
あ

　
り
。

⑦
　
四
剛
川
・
爪
樵
州
・
雲
爾
方
顧
に
お
け
る
市
馬
の
記
事
を
検
討
す
る
に
、
太
横
実
録

　
巻
一
六
六
、
洪
武
十
七
年
冬
十
月
乙
酉
の
条
に
「
景
川
翠
巌
震
言
。
賜
川
．
貴
州

　
二
野
司
。
干
叢
叢
建
畠
曝
螺
着
地
。
易
馬
引
千
二
胃
五
十
匹
。
千
分
給
防
蠣
．
河

　
皇
都
司
将
士
。
し
と
あ
り
、
岡
巻
　
六
八
、
十
七
年
十
一
月
二
子
の
条
に
罵
阻
箪

　
傑
曹
無
叩
。
儲
皆
ハ
州
水
西
山
巾
馬
還
。
得
鶏
五
百
聾
。
」
と
あ
り
、
　
岡
巻
一
六
九
、
　
十

　
七
年
十
二
月
甲
寅
の
条
に
「
貴
粥
三
差
。
送
所
宙
馬
四
百
聾
。
蚕
京
師
。
」
と
あ

　
り
、
同
巻
一
七
〇
、
十
八
年
春
黒
月
癸
酉
の
条
に
「
四
田
川
・
黛
餓
…
州
二
都
司
。
送
所

　
市
馬
一
万
一
千
六
百
延
。
菟
京
師
。
扁
と
あ
り
、
同
巻
一
七
七
、
十
九
年
二
月
己
丑

　
の
条
に
「
命
神
軸
策
衛
一
指
揮
四
三
「
許
茄
央
。
領
校
二
七
街
鹸
岬
入
。
鶯
白
金
二
更
二
千
六

　
百
五
十
薗
。
往
鳥
撤
等
処
市
馬
。
虚
勢
七
百
五
十
五
匹
。
」
と
あ
り
、
嗣
巻
一
七

　
八
、
十
九
年
五
月
庚
申
の
条
に
「
命
虎
費
右
衛
頁
戸
甘
美
。
率
軍
士
千
入
。
欝
白

　
金
ズ
一
万
一
百
三
十
九
両
。
往
雲
南
東
娼
等
軍
民
府
霞
馬
。
得
二
千
雀
衛
八
十
除
暉
。

継
又
命
龍
虎
等
衛
将
士
。
以
白
金
＋
三
万
両
。
復
往
雲
南
市
之
。
」
と
あ
り
、
同

　
巻
一
八
八
、
二
十
一
年
二
月
乙
子
の
条
に
は
「
命
建
愚
麿
烹
官
女
知
府
師
克
。
討

　
東
鐵
・
頬
部
及
赤
水
河
直
弦
。
発
達
鑑
。
令
武
定
・
会
川
，
徳
昌
論
難
。
市
馬
三

　
千
匹
。
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
此
の
場
合
に
も
洪
武
十
八
年
春
正
月
癸
難
の
条
に

　
見
え
る
欝
馬
数
が
最
も
注
際
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑧
明
史
七
三
瓢
6
、
西
域
伝
月
番
諸
点
。

⑨
　
賜
茶
箋
所
の
嘉
幾
十
閥
年
の
裁
革
に
つ
い
て
は
、
梁
材
の
議
処
茶
運
疏
（
皇
明

　
経
世
文
編
巻
】
〇
六
、
梁
端
粛
公
奏
議
）
参
照
。

⑩
　
太
祖
実
録
巻
七
二
、
洪
武
鷺
年
二
月
辛
卯
。

⑪
…
太
祖
実
録
巻
二
四
鷲
、
洪
武
二
十
九
年
夏
四
月
己
丑
。
同
巻
二
五
二
、
…
ニ
や
年

　
夏
湘
月
己
丑
。

⑫
　
太
祖
突
録
巻
九
ヨ
、
洪
武
七
年
冬
十
月
己
未
。

β
　
挑
飛
の
市
馬
に
関
す
る
記
事
は
、
太
祖
実
録
巻
一
四
〇
、
洪
武
十
四
年
十
二
月

　
の
条
に
初
め
て
見
え
て
い
る
が
、
但
し
「
桃
州
衛
」
と
あ
っ
て
「
桃
州
茶
馬
可
」
と
は

　
云
わ
ず
、
し
か
も
こ
の
場
合
は
塩
を
も
っ
て
馬
に
易
え
て
い
る
。
し
か
る
に
寸
胴

　
一
冗
○
、
十
五
年
十
二
月
辛
戴
の
条
に
は
「
兵
部
｛
輿
市
纒
之
数
。
秦
・
河
・
桃
三

　
州
増
田
司
及
慶
遠
雷
民
司
。
当
馬
無
点
八
十
五
匹
。
広
東
・
四
川
二
布
政
使
司
。

　
市
制
五
百
六
十
五
匹
。
扁
と
あ
り
、
初
め
て
挑
州
茶
器
司
の
名
が
見
え
て
い
る
。
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困
み
に
挑
州
衛
の
難
曲
は
実
録
撫
二
二
二
、
十
二
年
二
月
丙
寅
の
条
に
見
え
る
。

⑭
太
祖
実
録
巻
一
五
五
、
洪
武
十
六
年
秋
七
月
辛
亥
。

⑮
こ
の
闘
、
国
朝
典
彙
巻
九
五
、
芦
部
、
愚
説
の
条
に
は
「
漏
電
三
十
一
年
十
月
。

　
増
鰍
阻
…
桃
州
軸
余
馬
司
。
偏
と
あ
る
が
、
　
実
録
に
は
こ
れ
に
坤
朕
銘
す
る
記
事
が
発
顯
ら

　
な
い
。

⑯
太
宗
実
録
巻
八
八
、
永
楽
十
一
年
五
月
蚤
辰
。

⑰
　
三
后
実
録
巻
八
八
、
正
統
七
年
春
正
月
庚
午
。

⑱
世
宗
実
録
巻
五
三
、
嘉
靖
四
＋
二
年
五
月
甲
辰
。
但
し
万
殿
軍
謡
講
一
五
ヨ
、

　
兵
部
、
馬
政
、
収
穫
の
条
に
は
嘉
㎝
靖
西
十
一
年
議
准
と
す
。

⑲
太
祖
実
録
虚
無
〇
四
、
洪
武
二
十
三
年
九
刀
甲
寅
の
条
に
よ
れ
ば
、
眠
州
も
早

　
く
か
ら
甫
馬
の
行
わ
れ
た
処
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

⑳
　
欽
定
続
文
献
通
考
巻
ニ
エ
、
征
雑
考
、
滅
茶
の
条
に
も
、
調
髪
十
五
年
十
一
月
、

　
太
鍵
卿
王
家
彦
の
上
子
と
し
て
「
五
司
訴
積
夢
心
。
易
馬
賞
品
。
歳
額
二
十
万

　
箆
。
」
と
見
え
る
。

⑳
太
祖
実
録
巻
九
閥
、
洪
武
七
年
十
一
月
壬
戌
朔
。

⑫
　
太
祖
実
録
巻
二
三
〇
、
洪
武
二
十
六
年
ナ
一
月
。

㊧
　
太
祖
実
録
巻
一
二
八
、
洪
武
十
二
年
十
二
月
。
同
巻
　
四
〇
、
十
四
年
十
二
月
。

⑳
　
な
お
、
大
学
待
義
補
巻
二
九
、
制
国
用
、
由
沢
之
利
下
に
「
本
朝
…
唯
於
四
罵
。

　
而
胤
茶
ハ
馬
司
一
。
防
西
綴
喜
馬
司
四
。
」
と
あ
る
の
は
、
落
掛
の
稠
門
」
、
隣
西
の
河

　
州
・
挑
州
・
西
寧
・
隠
州
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
三
瀬
八
二
、
食
貨
志
、
茶

　
法
の
条
に
「
及
天
下
大
定
。
乃
設
子
馬
縄
六
。
日
隣
西
。
日
河
州
・
日
桃
州
・
日

西
寧
・
日
甘
州
・
日
圏
州
礪
門
。
其
後
防
西
革
。
」
と
あ
る
隣
西
と
は
、
万
暦
会

　
典
に
．
い
う
紅
茶
運
所
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
実
録
の
記
薯
は
万
暦
仁
典
巻
一
工
七
、
…
F
部
、
課
程
の
条
に
各
［
々
（
洪
武
）
四
年

　
奏
准
、
　
（
洪
武
）
五
年
令
と
し
て
之
を
載
せ
て
い
る
。

⑳
）
四
川
が
五
代
以
後
産
茶
の
地
と
し
て
著
冒
す
る
こ
と
は
こ
こ
に
解
職
す
る
ま
で

　
も
な
い
が
、
明
代
中
期
、
王
恕
の
串
明
茶
法
奏
状
（
皇
明
経
世
文
編
巻
三
九
、
王

　
端
毅
公
文
集
）
に
よ
れ
ば
、
成
都
府
・
二
二
府
・
重
慶
府
・
藥
州
府
・
嘉
定
州
・

　
濾
州
・
雅
…
州
等
の
処
が
そ
の
轟
座
乗
地
詣
ガ
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

戸
⑳
　
万
暦
会
瓶
ハ
巻
一
押
詰
、
戸
鶴
、
課
程
の
茶
師
数
の
註
を
参
照
。

．
認
　
太
祖
笑
録
巻
二
践
六
、
洪
武
ヨ
十
｝
年
二
月
戊
・
寅
朔
。

磁
揚
一
清
、
為
修
復
茶
馬
柵
舗
以
撫
駅
番
夷
安
靖
地
方
事
（
崇
明
経
世
文
編
巻
一

　
一
五
、
揚
石
湶
奏
疏
）
。

⑳
楊
一
清
は
本
奏
疏
の
な
か
に
お
い
て
「
切
匙
。
洪
武
年
關
欽
降
金
牌
数
琵
。
餐

　
衛
典
籍
…
磨
減
。
影
響
的
拠
。
査
得
。
…
」
と
云
っ
て
い
る
か
ら
、
牌
而
の
数
も
所
…

　
詮
確
か
な
こ
と
は
分
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
薩
寧
茶
…
馬
司
の
設
置
が
洪
武

　
三
十
年
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
考
え
て
も
分
る
よ
う
に
、
金
牌
信
符
の
制
は
洪
武
二

　
十
六
年
、
三
茶
馬
司
所
轄
の
諸
族
に
対
し
て
同
時
的
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な

　
か
っ
た
。
太
祖
実
録
巻
二
二
九
、
洪
武
一
一
十
六
年
八
月
戊
子
の
条
に
よ
れ
ば
、
思

　
豆
乳
等
族
の
来
帰
は
口
触
も
早
か
っ
た
が
、
太
家
実
録
巻
二
七
、
永
楽
二
年
＃
［
月
丙

　
寅
の
条
に
よ
れ
ば
、
安
定
衛
の
如
き
は
永
楽
二
年
に
は
じ
め
て
来
朝
し
た
の
で
あ

　
る
。
ま
た
明
史
巻
一
工
一
エ
○
、
爾
域
伝
、
曲
引
率
の
条
に
よ
れ
ば
、
明
初
に
は
赤
斤

　
蒙
古
衛
・
沙
州
衛
と
の
間
に
も
金
牌
革
嚢
に
よ
る
茶
馬
貿
易
…
が
行
わ
れ
た
よ
う
で

　
あ
る
。

⑳
…
楊
一
清
の
為
修
復
茶
馬
旧
側
第
二
疏
（
皇
明
経
世
文
無
巻
一
一
五
、
山
石
湶
奏

　
疏
）
に
、
洪
武
・
永
楽
年
間
聡
例
と
し
て
こ
の
数
を
醒
す
。

⑫
　
従
っ
て
「
四
川
巴
茶
三
百
十
五
頃
。
」
は
「
…
茶
戸
霊
百
一
十
五
。
」
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
ず
、
「
無
主
茶
園
。
令
軍
士
難
釆
。
＋
取
共
一
。
」
は
「
…
＋
声
息
八
。
」

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

慾
　
な
お
同
氏
は
官
茶
に
つ
い
て
「
欝
茶
は
政
府
の
所
有
す
る
茶
の
意
に
て
、
狭
義

　
に
は
茶
の
生
産
者
よ
り
本
色
即
ち
現
物
納
と
し
て
官
府
に
収
め
ら
れ
た
茶
を
指

　
し
、
広
義
に
は
官
府
の
必
要
上
山
闘
よ
り
買
上
げ
た
茶
、
官
に
没
収
せ
ら
れ
た
泓

　
茶
、
な
ら
び
に
上
供
と
し
て
貢
納
せ
ら
れ
た
貢
茶
等
を
含
め
て
云
う
。
」
と
云
っ

　
て
お
ら
れ
る
。
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⑳
　
英
宗
実
録
巻
一
一
八
、
黒
垂
九
年
秋
七
月
癸
酉
。

葡
　
洪
武
年
間
に
は
上
州
・
保
寧
秘
府
研
属
の
茶
は
、
径
ち
に
豊
州
に
運
ば
れ
た
が
、

　
正
統
七
年
置
は
藪
州
の
茶
課
は
ま
ず
保
管
の
茶
倉
に
運
ば
れ
、
其
処
よ
り
保
寧
の

　
茶
課
と
一
体
に
関
運
せ
ら
れ
た
（
万
暦
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
諜
程
、
茶
課
参
照
）
。

．
欝
楊
一
浩
、
為
修
復
愚
意
旧
制
第
二
疏
（
空
明
経
世
文
編
巻
＝
五
、
楊
石
湶
奏

　
疏
）
。

・
⑰
　

英
ぬ
不
実
㎞
録
巻
二
七
、
　
正
統
二
年
二
m
月
丙
戊
。
悶
間
隔
一
四
～
二
、
　
一
二
年
六
鍔
乙
丑
。

鰭
、
三
徳
の
隣
、
商
入
を
し
て
成
都
・
保
寧
の
官
茶
を
土
州
・
西
蟹
に
運
ば
し
め
、

　
そ
の
代
償
と
し
て
灘
漸
還
司
の
塩
引
を
支
給
す
る
運
茶
支
塩
の
例
が
行
わ
れ
て
い
，

　
る
（
弗
央
癖
爪
実
録
巻
一
〇
、
由
淑
徳
十
年
久
・
十
m
月
孫
富
ハ
。
同
趣
一
八
、
預
統
　
兀
蘭
ヰ
六
月

　
辛
丑
の
条
参
照
）
の
は
宮
運
に
代
替
す
る
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
方
法
は
客
商

　
が
私
茶
の
収
販
を
行
っ
て
無
茶
の
価
値
を
低
下
せ
し
め
た
た
め
に
廃
止
さ
れ
た
。

〔
協
　
弾
央
脚
承
爵
天
舳
録
巻
一
七
九
、
正
統
↓
1
四
年
山
ハ
日
刀
｛
鳳
瑞
。

⑳
英
宗
実
録
巻
一
八
三
、
正
統
十
四
年
九
月
幣
串
。

⑪
　
砂
火
伽
ポ
由
火
録
巻
一
八
八
　
（
廃
帝
螂
㎜
戻
王
附
…
録
第
六
）
、
　
阻
ぷ
泰
一
兀
年
賀
目
正
月
辛
街
。

⑫
英
寒
実
録
巻
一
八
八
（
廃
帝
榔
戻
王
附
録
第
二
八
）
、
景
泰
工
年
十
一
月
庚
戌
。

　
英
宗
実
録
巻
二
五
　
（
廃
帝
騨
炭
王
附
録
第
六
九
）
、
禁
泰
六
年
三
月
辛
亥
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
母
）

（谷）明代茶馬貿易の研究（上）
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Land　Dealing　in　the　Anclent　Japan　（III）

　　　　　　by

Yasuaki　Kikuchi

　　As　a　continuation　of　the　last　two　articles，　this　one　tries　to　explain

the　nature　of　the　ancient　pledge　of　real　estate　tkat　it　was　authorised

at　the　beginning　of　t1ユe　RitsMry∂律令system，　and　prohibited　in　the　3rd

’of　Tempy6－S加鱒天平勝宝；on　the　other　hand，　Eibai永売of　Konde・n

墾田or　Entafeuchi園宅地had　been　constantly　carried　on　since　the　early

period　of　Ritsury6　system．　So　since　the　prohibition　of　the　pledge　of

real　estate　there　arose　the　trend　on　the　pretense　of　Eibai，　which　was

carry　out　as　a　way　to　evade　Toleuseirei徳政令in　the　Middle　Ages，　its

origin　can　be　traced　bacl〈　to　the　Ancient　Times　；　at　the　same　time　this

practises　was　not　secondarily　born　for　the　evasion　of　the　pledge　prohi－

bition．，　btit　was　substantially　based　on　indivisibi1ity　between　Eibai　of　land

and　the　pledge　of　real　estate．　To　explain　that　this　indivisibility　was

based　on　the　ancient　social　structure．　character　of　ancient　lancl　owner一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

ship　should　be　proved；　we　examined　the　controversy　and　its　subsequent

concerned　works　on　the　public　or　private　ownership　of　land　in　tke

Anc1ent　Times　since　I）r．　Nafeata中田．

　　The　result　is　that　the　state　right　on　land　was　not　a　proprietary　one；

but　a　transcendental　public　power；　and　landownership　in　the　Ancient

Times　was　a　phenomenon　that　class　antagonism　between　nobles　and

peasants　through　the　medium　o’f　land，　was　controlled　and　adjtisted　by

this　public　power．　The　dual　meaning　Chinso賃租and　Eibai　of

land　dealing　in　the　Ancient　T　imes　was　the　phenomeRon　inevltably

occurred　from　the　chac　racter　i　n　laBd　ownership　in　the　Ancient　Times，

which　could　be　e：　plained　through　our　analysis　of　land　dealing．

A　Study　of Tea　and　Korse　Trade　in　the　Ming

　　　　　centering　around　the　Tea　Act

明Dynasty

　　　　　　by

Mitsgta｝〈a　Tani

　王nthe　Ming明dynasty　Ch’tieh－ch’a－fa確茶法was　at　f辻st　enforced

i簸S罐．σん’uan四川and　Skαn．si陳西，　and　tea　and　hQrse　trade　was　car一
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ried　oll　with　Si－fan西番；before　the　20th　of　Hwz8－wu．洪武around　in

Srkrch，uan四川，　KUei－ChOu貴州and　Yim－nan雲薦WaS　itS　CeRter，　a磁

after　the　tline　it　was　shifted　to　Shan－si陳西．　In　the　26th　of　Hung－aκ

the　SyStem　bf‘Chin－P’ai－3初ヲ物，「金牌信符」丸VaS　eStabliShed，　by　Whlch

abou£one　milion　Chin斤of　Pa－ch’a品品in　Sxti－ch’uan　should　be　brou－

ght　to　three　Ch’a－ma－sgdi茶、百司圭n　Ho－chou河州，　T’ao－chouミ兆州　and　Si一

η勿9． ｼ瓜by　C勧π廊軍夫every　three　years，　and　was　exchanged　fol’

about　14，000　horses；　which　had　been　continued　till　it　was　stopped　in

the　14th　of　C］zeng－t’ung正統．　This　is　so．called　Kuan－p露n官運，　which

exp1ains　that　tea　and　horse　trade　in　the　early　Ming　was　under　the

’strong　controll　of　government．

　　SiBce　Ch’2・ng’一hua磁化，　however，　the　production　of　Han－ch’a漢茶in

Shan－si　ptik　deveioped　tremendously，　which　was　brought　to　the　Clfa－

ma－s罐by　merchants　after痴e　3rd　of　Hung－ch’ih弘治，　that　is，　there

began　the　so－ca1．led　Shang－ptn商運．　after　that　year，　the　lst　of　C雇％8「

t2正徳，　the　way　of‘Kuanshang－tuzfen’官商対分was　established，　wh圭ch

means　that　a　ha廷of　tea　which　arrived　at　the　Ch’a－ma－szu茶馬司Was

given　te　merchants　who　were　admitted　to　sell　by　theinselves．　This

way　pressed　in．ctirectly　the　regular　tea　and　horse　trade，　and　better　tea

or　herses　were　oc’cupied　by　the　hands　of　merchaRts　；　which　became　the

圭mportant　object　fol”Mai・chieh買解of　Pei－yung備用horses　recognized

oMcially　slnce　the　2nd　of　Cheng－te　under　the　system　of　Min－chien－tzu－

mas民間華牧in　inland．

The　Gregorian　Reform　and　the　Secu茎arization　of　the

　　　　　　　　　　Monarchy．Conception　in．　England

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　From　the　Theocratic．Monarchy　to　the　Secular　Monarchy

　　　　　　by

Toshial〈i　Suzuki

　　The　conception　of　the　monarchy　in　the　early　medieval　ages　was　the

theocratic　monarchy　or　royal　theocracy，　based　on　the　friendly　relations－

hips　between　kings　and　churches　because　of　offering　the　latter’s　ser－

vices　to　the　royal　administration　on　the　one　hand　and　of　the　illiteracy

of　lay　society　on　the　otner’liai2d．　ln　Eng｝and　Edw2rd　the　Confessor’s

and　Conqueror’s　regime　were　typical　ef　this　monarchy．　But　in　the

．｝atter　half　of　the　eleventh　century　this　theocratic　kingship　was　attacl〈ed

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（818）


